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１ 認可制度について

自治会・町内会は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったこ

とから、地区集会施設等の財産をもっている場合、当該団体の名義での不動産登記等

ができませんでした。

そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義等としなけ

ればならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債

権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。

この制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定してい

る自治会・町内会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようと

するものであり、平成３年の地方自治法の改正により新たに作られた制度です。

２ 対象団体

この制度は、不動産等の財産を保有又は保有を予定している団体で、町・字の区域、

その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体（以下「地縁団

体」といいます。）、自治会・町内会等を対象としていますので、次のような団体は

対象となりません。

（１）特定の目的の活動だけを行う団体

【例】スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など

（２）構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体

【例】老人会や子供会（年令の制限）、女性会（性別の制限）など

（３）不動産等の保有を目的としない団体

不動産等とは、「不動産又は不動産に関する権利等」とを言い、次の４つを言い

ます。

① 不動産登記法第３条各号に掲げる土地及び建物に関する権利

② 立木に関する法律第１条第１項に規定する「立木」の所有権、抵当権

③ 登録を要する金融資産（国債、地方債、社債）

④ その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を要する資産（車両等）
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３ 認可の要件

地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の４つの要件

を満たすことを求めています。

（１）目的

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会所施設の維持管理等良好な地域社会

の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行

っていると認められること。

＜基本的な考え方＞

申請する地縁による団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、

広く地域社会の維持、及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とす

ることを規約に明記することが必要です。目的の中身として、住民相互の連絡、

環境の整備、集会施設の維持管理といった具体的な活動内容も明らかにする必要

があります。なお、「現にその活動を行っていると認められる」ための書類は、

一般的には、総会などに提出された前年度の実績等報告書などが考えられます。

（２）区域

その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この

区域は、当該地縁による団体が存続している区域の現況によらなければならないこと。

＜基本的な考え方＞

地縁による団体の区域は、その団体が安定的に存在し、その現況によることと

しています。これは、制度の趣旨が現に存在する地縁による団体について、当該

団体が保有する不動産等を、団体名義で登記等を行うことができるようにするこ

とであるから、認可のために新たに区域を設定したり、区域が不安定な状態にあ

る地縁による団体に対し認可を行うことは、適当でないとの考え方によるもので

す。
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（３）構成員

その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、相当数の者が

現に構成員となっていること。

＜基本的な考え方＞

区域に住所を有するすべての個人が構成員となれる旨が規約に定められているこ

と、及びその相当数の者が現に構成員となっていることが認可申請に際し提出され

る構成員名簿により確認されることを求めるものです。

ここでいう「すべての個人」とは、「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する

個人すべて」という意味です。したがって、これに反するような構成員の加入資格

等を規約に定めることは認められません。

（４）規約

規約を定めていること。この規約には、目的・名称・区域・主たる事務所の所在

地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に

関する事項が定められていなければならないこと。

＜基本的な考え方＞

自治会・町内会等の中には規約を定めていない団体もあるかと思いますが、法人

格を得る上では規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管

理運営方法を明確にしておく必要があります。
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１ 認可地縁団体までの主な手続きの流れ

-４-

１ 地縁団体認可の意思決定

○ 要件の確認(目的・区域・構成員・規約)

○ 保有(予定)資産の確認

２ 申請の準備

○規約の作成 ○保有(予定)資産目録の作成

○構成員名簿の作成 ○代表者の選任準備

３ 総会の開催

〇 必要な事項を総会で議決

４ 認可申請書類の作成・提出

〇 認可申請書に必要書類を添えて、当該

地縁団体の代表者が町長に対して申請し

ます。

５ 各種手続き

○ 認可後、団体の印鑑登録をしてください。

○ 印鑑登録後、不動産登記が可能となります。

○ 国税・県税・町税に関する届出を行ってください。

企画課へ相談

※ 必要書類等について事前に

ご相談下さい。

相談

企画課
※ 審査し、認可後に告示を行

います。

提出

認可

手続き

印鑑登録：企画課

登記：法務局

町税：町民税務課

県税：県税事務所

国税：税務署

告 示



２ 認可申請の事前準備

地縁による団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を

開催し、認可申請の要否の意思決定をします。また、併せて規約の決定、区域の決定、

構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等を審議し、団体の意思決定をします。

（１）規約の整備【定めなければならない事項】

① 目的

活動内容を盛り込み、活動の目的が具体的に分かるように定めます。

② 名称

●△コミュニティ協議会などを標記します。

③ 区域

・コミュニティ協議会等の活動の基盤となる区域を定めます。

・表示の仕方は、住居表示や、住居表示のなされていない区域では、地番を基本

としますが、河川や道路などを目安に「○○川の北側」など、会員の方々に明確に

分かる方法で、表記されても結構です。

④ 主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地は、代表者の住所でも、自治会・町内会等保有の集会所

でもかまいません。

⑤ 構成員の資格に関する事項

・加入、脱退、手続きなどを定めます。

・構成員の基本は個人であることを定めます。

・区域の全員が加入できること、及び正当な理由がない限り加入を拒んではなら

ないことは、必ず定めてください。

・法人も構成員となることができますが、その場合は、賛助会員の扱いが適当と思

われます。

⑥ 代表者に関する事項

・選任、任期、解任の手続き、代表者の職務などを定めます。
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・代表者の権限、代表者の件減に加える制限については、地方自治法第２６０条の

５から第２６０条の１０に規定されているので、これらの規約事項を定める場合は

留意してください。

⑦ 会議に関する事項

・総会、臨時会などの開催手続き、会議の権限について定めます。

・総会、臨時会の招集・議決については、地方自治法第２６０条の１３から第２６

０条の１９に規定されているので留意してください。

・各構成員の表決権は平等です。ただし、従来の自治会・町内会等においては世

帯単位で表決権を平等とする運営が行われてきたものと思われます。そうしたこと

を勘案して、特定事項について世帯の表決権を１票とすることは可能ですが、世帯

単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも実態的にも地域社会におい

て是認され、そのことが合理的であることが認められる事項に限られるものです。

なお、そうした場合においても、世帯内の構成員の表決権を剥奪することは認めら

れません。

・規約の変更、財産処分及び解散の議決、代表者の代表権の制限及び委任、監事や

役員会の設置等、また、代表者や監事の選任等の重要案件については、世帯の表決

権を１票とすることは適当とは考えられません。

⑧ 資産に関する事項

資産の構成、管理・運営方法、会費などについて定めます。

（２）構成員の確定

構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。

なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件と

なっています。

（３）代表者の決定

認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の
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総会で代表者の決定をする必要があります。

（４）不動産等の資産の確定

保有資産を明確にする上から、申請前の総会において資産の確定をしておく必要

があります。

なお、認可申請には保有資産目録（又は保有予定資産目録）の添付が要件となっ

ています。

３ 認可申請の手続き

（１）認可申請書

代表者が、申請書に必要書類を添えて、申請してください。

なお、代表者の押印は、印鑑登録をした印鑑による押印である必要はありません。

（２）添付書類

ア 規約

イ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

議事録に議長及び議事録署名人（規約で書記が定められている場合は書記）が

署名押印したものです。

ウ 構成員名簿

構成員すべての住所、氏名を記載します。

エ 保有資産目録又は保有予定資産目録

目録に記載する財産は、次のとおりです。

＜資産の内容＞

・不動産登記法第３条各号に掲げる土地及び建物に関する権利

（所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権）

・立木に関する法律第１条第１項に規定する「立木」の所有権、抵当権。

・登録を要する金融資産（国債、地方債、社債）
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・その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を要する資産

（除雪車、福祉又は警備の用に供する車両や船舶等）

申請時に資産を保有していないが、今年、集会所を建設するなど近い将来資産を

保有する場合は、保有予定資産目録に記載してください。

オ 活動状況を示す書類

前年度の事業実績報告書、当該年度の事業計画書などです。

カ 申請者が代表者であることを証する書類

申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し（議長及び議

事録署名人の署名・押印があるもの）と、申請人個人が同意した就任承諾書です。

４ 申請にあたっての注意点

○ 認可申請にあたっては、必ず貴団体の現行の規約に基づいて総会を開催し、認可

申請の可否だけでなく、規約の整備、代表者の決定、区域の確定、構成員の確定、

保有財産の確定等についても審議してください。

○ 特に規約については、必ず見直しをしていただき、許可要件に合致するよう規約

の改正をしてください。

なお、総会を開催する前に、規約の改正案について事前に地域政策課にご相談く

ださい。

○ 認可を受けた団体は、地方自治法の適用を受けることになりますのでご留意くだ

さい。

５ 認可告示

○ 提出された申請書類は、地方自治法第２６０条の２の「要件」を満たしているか

どうか審査されます。要件を満たしていれば認可し告示を行います。また、告示事

項を記載した台帳を作成します。

○ この告示は、法人登記に代わるものです。これによって自治会・町内会等が法人

格を持つことになります。
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１ 認可後の自治会・町内会等の活動は

自治会・町内会等は、認可された後においても、住民の方により自発的に形成され

た団体であるという団体の性格は変わるものではなく、認可前と同様、良好な地域社

会の維持及び形成に役立つ地域的な共同活動を行ってください。この趣旨を明らかに

するため、地方自治法第２６０条の２において、認可を受けた自治会・町内会等の活

動について、次のような規定がおかれています。

① 市町村の認可は、当該認可地縁団体を、公共目的その他の行政組織の一部とする

ことを意味するものと解釈してはならない。

（第２６０条の２第６項）

② 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対

し不当な差別的取扱いをしてはならない。

（第２６０条の２第８項）

③ 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

（第２６０条の２第９項）

④ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第４条

及び第７８条の規定は、認可地縁団体に準用されます。

２ 不動産登記の手続き

現在、会長や役員の方などの個人あるいは共有の名義になっている不動産は新たに

認可されたコミュニティ協議会等の団体の名義へ、法務局で新築、又は移転登記を行

うことになります。

不動産登記についての詳しい手続きについては、法務局へお問い合わせください。

なお、移転登記には、告示事項証明書（台帳の写し）が必要となります。
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３ 認可地縁団体の印鑑登録

印鑑登録は、認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度です。企画課で団体の

印鑑登録ができますので、申請をしてください。

また、不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などは、

「印鑑登録証明書」が必要となります。必要に応じて、印鑑登録及び証明書の交付請

求をしてください。

（１）印鑑の登録申請

認可地縁団体の印鑑を１地縁団体につき１個登録できます。登録申請をできるのは、

原則として代表者本人のみです。

① 登録時に必要なもの

・認可地縁団体印鑑登録申請書

・登録する印鑑

・代表者個人の印鑑（南三陸町に印鑑登録をしてあるもの）

② 登録できない印鑑

・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

・印影の大きさが１辺の長さ８ミリメートルの正方形に収まるもの又は１辺の

長さが３０ミリメートルに収まらないもの

・印影を鮮明に表しにくいもの

・その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

（２）印鑑登録証明書の交付

印鑑の登録後は、不動産の登記などに必要な「印鑑登録証明書」の交付を受けるこ

とができます。交付申請をできるのは、原則として代表者本人のみです。

【申請に必要なもの】

・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

・登録されている認可地縁団体の印鑑

・手数料（ 1部につき200円 / H25年度現在 ）
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４ 各種課税関係について

認可地縁団体に係る税金関係は、認可の前後で変わらないように措置されていま

す。

必要な手続きの方法や詳しい内容は、各担当窓口にお問合せください。

○ 町税【町民税務課】

○ 県税【気仙沼県税事務所】

○ 国税【気仙沼税務署】

（各種課税関係表）

税の種類

地縁団体の認可を受けた法人格

収益事業をしない場合 収益事業をする場合

町税
法人町民税 減免措置あり 課 税

固定資産税 減免措置あり 課 税

県税

法人県民税 減免措置あり 課 税

法人事業税 非課税 課 税

不動産取得税 減免措置あり 課 税

国税
法 人 税 非課税 課 税

登録免許税 課 税 課 税
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５ 変更があったとき

（１）規約の内容に変更があったとき

規約に定めている内容に変更があったときは、「規約変更認可申請書」により申請

してください。

申請書には、次の書類を添付します。

① 規約変更の内容及び理由を記載した書類

② 規約変更を総会で議決したことを証する書類（議長及び議事署名人が署名押印

したもの）

このとき、告示の内容である「名称」「目的」「区域」「主たる事務所」

「規約に解散の事由を定めたときは、その事由」を変更する場合には「規約変更認可

申請書」と併せて「告示事項変更届出書」を提出する必要があります。

（２）告示の内容に変更があったとき

「名称」「規約に定める目的」「区域」「主たる事務所」「代表者の氏名及び住所」

「裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無（職務

代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所）」「代理人の有無（代理人があ

る場合は、その氏名及び住所）」「規約に解散の事由を定めたときは、その事由」に

変更があったときは、「告示事項変更届出書」により、告示された事項に変更があっ

た旨を証する書類（議長及び議事録署名人が署名押印したもの）を添付して届け出て

ください。

6 その他

（１）認可の取り消し

認可後、地方自治法第２６０条の２第２項に掲げる要件のいずれかを欠くこととな

ったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことがあ

ります。

（２）その他の義務等

① 財産目録及び構成員名簿の作成

財産目録及び構成員名簿を作成し、常に主たる事務所に備え置いてください。
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【参考】

〇△行政区コミュニティ推進協議会

規 約(案)
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第１章  総  則

  （名称）

第１条  この会は、〇△行政区コミュニティ推進協議会と称する。

  （区域）

第２条  この会は、南三陸町〇●字〇△、〇▼、〇●及び〇▲に住所を有する者をも

って構成する。

（事務所の所在地）

第３条  この会は、事務所を南三陸町〇● 字〇△ ●●番地 に置く。

  第２章  目  的

  （目的）

第４条  この会は、地区住民の生活文化の向上を高めながら、健全な発展を図り、明

るく住みよい地域づくりに寄与することを目的とする。

  （事業）

第５条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  地区住民の親睦を図るための事業

(2)  行政機関、各団体との連絡調整等の事業

(3)  生活文化の向上を図るための事業

(4)  環境衛生の向上を図るための事業

(5)  その他目的を達成するために必要なこと。

  第３章  会  員

  （会員）

第６条  第２条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になること

ができる。

２  この会の事業を賛助するために、第２条に定める区域に住所を有する法人又は組

合等にあっては、賛助会員となることができる。



  （会費）

第７条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

２  賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

  （入会）

第８条  会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。

２  この会は、正当な理由がない限り、第２条に定める区域内に住所を有する個人の

加入を拒むことができない。

３  第２条に定める区域に入居した個人又は団体に対しては、これらの者にこの会の

趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。

４  賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

  （退会）

第９条  会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

２  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 第２条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

     

  第４章  役  員

  （役員）

第１０条  この会に次の役員を置く。

(1) 会 長        名

(2) 副会長        名

(3) 事務局長       名

(4) 会 計        名

(5) その他役員      名

(6) 監 事        名

（役員の選出）

第１１条  役員は、総会において会員の中から選出する。

２  監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることができない。



  （役員の職務）

第１２条  会長は、この会を代表し、会務を統括する。

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代行する。

３  会計は、この会の会計事務を処理する。

４  監事は、この会の業務及び会計を監査する。

５  役員は、連帯して業務遂行の責を負う。

  （役員の任期）

第１３条  この会の役員の任期は 〇年とし、再任を妨げない。

２  役員に欠員が生じたときは、補充することができる。この場合において、補充さ

れた役員の任期は、前任者の残任期間とする。    

  

第５章  会  議

  （会議の種類）

第１４条  この会の会議は、総会、役員会及び監査会とする。

２  総会は、通常総会と臨時総会とする。

  （会議の構成）

第１５条  総会は、会員をもって構成する。

２  役員会は、会長、副会長、事務局長、会計及びその他の役員をもって構成する。

３  監査会は、会長、会計及び監事をもって構成する。

  （権能）

第１６条  総会は、次の事項を議決する。

(1)  事業計画及び収支予算に関すること。

(2)  事業報告及び収支決算に関すること。

(3)  規約の制定改廃に関すること。

(4)  役員の選任及び解任に関すること。

(5)  その他この会の運営に係る重要事項に関すること。



２  役員会は、次の事項を議決する。

(1)  総会で議決した事項の執行に関すること。

(2)  総会に付議すべき事項に関すること。

(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

３  第１項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議決の上執

行し、会長はこれを次の総会において報告し、承認を求めなければならない。

  （通常総会）

第１７条  通常総会は、毎年度決算終了後〇か月以内に開催する。

  （臨時総会）

第１８条  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の○分の△以上若しくは

監 事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。      

  （役員会）

第１９条  役員会は、毎月●回程度定例的に開催する。また、会長が必要と認めたと

きも開催する。

  （監査会）

第２０条  監査会は、当該年度の業務及び会計を監査するため開催する。

  （招集）

第２１条  総会及び役員会は、会長が招集する。

２  会長は、第１８条による請求があったときは、その日から〇△日以内に臨時総会

を招集しなければならない。

３ 会長は、総会及び役員会を招集する場合は、会員に対し、少なくとも開催日の●

日前までに通知しなければならない。ただし、役員会については、会長が緊急に開催

する必要があると認めるときは、この限りではない。

  （議長）

第２２条  総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

２  役員会の議長は、会長がこれにあたる。

  （定足数）

第２３条  会議は、総会においては総会員、役員会においては役員現在数の○分の●



以上の出席がなければ開会することができない。

  （議決）

第２４条  総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

２  役員会の議事は、役員の過半数をもって決する。

３  可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は、議決に加

わる権利を有しない。

  （書面表決）

第２５条  やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじ

め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決

を委任することができる。この場合において前２条の規定の適用については、会議に

出席したものとみなす。           

  （議事録）

第２６条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。

(1)  会議の日時及び場所

(2)  会員又は役員の現在数及び出席数

(3)  議決事項

(4)  議事の経過の概要及びその結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

２  議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人２名以上が署名

しなければならない。

  第６章  資産及び会計

  （資産の構成）

第２７条  この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)  別に定める財産目録記載の資産

(2)  会費

(3)  寄附金品



(4)  事業に伴う収入

(5)  その他の収入

  （資産の管理）

第２８条  資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。

２  別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、

やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供す

ることができる。

  （経費の支弁）

第２９条  この会の経費は、別に定める資産をもって支弁する。

２  会員には、別に定める慶弔金を支払うことができる。

  （事業計画及び収支予算）

第３０条  この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。

  （事業報告及び収支決算）

第３１条  この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後、その年度末の財産目

録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

  （事業年度）

第３２条  この会の事業年度は、毎年 ●月△日に始まり、〇●月△●日に終わる。

  第７章  規約の変更及び解散

  （規約の変更）

第３３条  この規約は、総会において総会員の○分の●以上の同意を得なければ変更

することができない。

  （解散及び残余財産処分）

第３４条  この会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の４分の３以上

の同意を得なければならない。

２  解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て、この会と類似の目的を持つ

団体に寄附するものとする。



第８章  雑  則

  （書類及び帳簿等の備え付け）

第３５条  この会は、その事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけ

ればならない。

(1)  規約

(2)  認可に関する書類

(3)  役員に関する書類（役員名簿）

(4)  会員に関する書類（会員名簿）

(5)  会議議事録

(6)  資産台帳

(7)  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(8)  各事業年度末の財産目録及び収支決算書

(9)  事業計画書及び予算書

(10) その他必要な書類及び帳簿

   （細則）

第３６条  役員会は、この規約を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を

定めることができる。この場合において、役員会は、細則を制定したときは、次の総

会に報告し、承認を得なければならない。

      附  則

  （施行期日）

１  この規約は、平成  年  月  日から施行する。

  （旧規約の廃止）

２  旧規約は、廃止する。

  （経過措置）

３  この規約の適用に伴う経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。



【参考法令】

地方自治法（認可地縁団体関係）

第２６０条の２ 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基

づいて形成された団体（以下本条において「地縁による団体」という。）は、地域的な共同

活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたと

きは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

２ 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団

体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維

持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると

認められること。

二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その

相当数の者が現に構成員となつていること。

四 規約を定めていること。

３ 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

一 目的

二 名称

三 区域

四 主たる事務所の所在地

五 構成員の資格に関する事項

六 代表者に関する事項

七 会議に関する事項

八 資産に関する事項

４ 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域

の現況によらなければならない。

５ 市町村長は、地縁による団体が第２項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、

第１項の認可をしなければならない。

６ 第１項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一

部とすることを意味するものと解釈してはならない。
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７ 第１項の認可を受けた地縁による団体（以下「認可地縁団体」という。）は、正当な理

由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

８ 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当

な差別的取扱いをしてはならない。

９ 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

１０ 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告

示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

１１ 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務

省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

１２ 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示

した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をし

ようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

１３ 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第１０

項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

１４ 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた

とき、又は不正な手段により第１項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができ

る。

１５ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成１８年法律第４８号）第４条 及

び第７８条の規定は、認可地縁団体に準用する。

１６ 認可地縁団体は、法人税法 （昭和４０年法律第３４号）その他法人税に関する法令の

規定の適用については、同法第２条第６号 に規定する公益法人等とみなす。この場合にお

いて、同法第３７条 の規定を適用する場合には同条第４項中「公益法人等（」とあるのは

「公益法人等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第７項に規定する認

可地縁団体（以下「認可地縁団体」という。）並びに」と、同法第６６条の規定を適用する

場合には同条第１項及び第２項中「普通法人」とあるのは「普通法人（認可地縁団体を含む。）」

と、同条第三項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（認可地縁団体及び」とする。

１７ 認可地縁団体は、消費税法 （昭和６３年法律第１０８号）その他消費税に関する法令

の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

第２６０条の３ 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、

変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。



２ 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第２６０条の４ 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目

録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業

年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなけれ

ばならない。

２ 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加え

なければならない。

第２６０条の５ 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。

第２６０条の６ 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地

縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わな

ければならない。

第２６０条の７ 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗する

ことができない。

第２６０条の８ 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていない

ときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第２６０条の９ 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより

損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表

者を選任しなければならない。

第２６０条の１０ 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、

代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、

特別代理人を選任しなければならない。

第２６０条の１１ 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置く

ことができる。

第２６０条の１２ 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

一 財産の状況を監査すること。

二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な

事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第２６０条の１３ 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開

かなければならない。



第２６０条の１４ 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総

会を招集することができる。

２ 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可

地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の

割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

第２６０条の１５ 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、

その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

第２６０条の１６ 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除

き、すべて総会の決議によつて行う。

第２６０条の１７ 認可地縁団体の総会においては、第２６０条の１５の規定によりあらか

じめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めが

あるときは、この限りでない。

第２６０条の１８ 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。

２ 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をするこ

とができる。

３ 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

第２６０条の１９ 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、そ

の構成員は、表決権を有しない。

第２６０条の２０ 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 規約で定めた解散事由の発生

二 破産手続開始の決定

三 認可の取消し

四 総会の決議

五 構成員が欠けたこと。

第２６０条の２１ 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決

議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第２６０条の２２ 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することがで

きなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産

手続開始の決定をする。



２ 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならな

い。

第２６０条の２３ 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結

了に至るまではなお存続するものとみなす。

第２６０条の２４ 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合

を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会にお

いて代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

第２６０条の２５ 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため

損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は

職権で、清算人を選任することができる。

第２６０条の２６ 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求

により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。

第２６０条の２７ 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第２６０条の２８ 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも

三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をし

なければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨

を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができな

い。

３ 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければ

ならない。

４ 第１項の公告は、官報に掲載してする。

第２６０条の２９ 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務

が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をす

ることができる。



第２６０条の３０ 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが

明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなけ

ればならない。

２ 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管

財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

３ 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利

の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができ

る。

４ 第１項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第２６０条の３１ 解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。

２ 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたとき

は、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、

その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

３ 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

第２６０条の３２ 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第２６０条の３３ 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に

届け出なければならない。

第２６０条の３４ 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管

轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件

二 解散及び清算の監督に関する事件

三 清算人に関する事件

第２６０条の３５ 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てること

ができない。

第２６０条の３６ 裁判所は、第２６０条の２５の規定により清算人を選任した場合には、

認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合におい

ては、裁判所は、当該清算人（監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事）

の陳述を聴かなければならない。



第２６０条の３７ 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるた

め、検査役を選任することができる。

２ 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。

この場合において、前条中「清算人（監事を置く認可地縁団体にあっては、当該清算人及び

監事）」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。

第２６０条の３８ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者

又は清算人は、非訟事件手続法 （平成２３年法律第５１号）により、５０万円以下の過料

に処する。

一 第２６０条の２２第２項又は第２６０条の３０第１項の規定による破産手続開始の申

立てを怠つたとき。

二 第２６０条の２８第１項又は第２６０条の３０第１項の規定による公告を怠り、又は

不正の公告をしたとき。



地方自治法施行規則（認可地縁団体関係）

第１８条 地方自治法第２６０条の２第２項に規定する申請は、同条第１項に規定する地縁

による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括

する市町村の長に対し行うものとする。

一 規約

二 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

三 構成員の名簿

四 申請時に不動産又は不動産に関する権利等（以下この号において「不動産等」という。）

を保有している団体にあつては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定して

いる団体にあつては保有予定資産目録

五 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持

及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類

六 申請者が代表者であることを証する書類

七 特例民法法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年

法律第５０号）第４２条第２項に規定する特例民法 法人をいう。以下同じ。）が地方自治

法第二２６０条の２第１項に規定する認可を受けた地縁による団体（以下「認可地縁団体」

という。以下同じ。）に移行する場合には、租税特別措置法施行令 （昭和３２年政令第４

３号）第４４条の２第１項に規定する総務大臣が定める基準を満たすことを明らかにする書

類

八 特定一般社団法人又は特定一般財団法人（地方税法 （昭和２５年法律第２２６号）附則

第４１条第３項 に規定する特定一般社団法人又は同項 に規定する特定一般財団法人をい

う。以下同じ。）が認可地縁団体に移行する場合には、地方税法施行令 （昭和２５年政令

第２４５号）附則第２３条第７項に規定する総務大臣が定める基準を満たすことを明らかに

する書類

２ 前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。

第１９条 地方自治法第２６０条の２第１０項に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項に

ついて行うものとする。



一 地方自治法第２６０条の２第１項 の認可を行つた場合

イ 名称

ロ 規約に定める目的

ハ 区域

ニ 主たる事務所

ホ 代表者の氏名及び住所

ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無（職務代行

者が選任されている場合は、その氏名及び住所）

ト 代理人の有無（代理人がある場合は、その氏名及び住所）

チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

リ 認可年月日

ヌ 前条第１項第７号又は第８号に該当する場合には、当該各号の基準を満たすときは、そ

の事由

ル 前条第１項第７号又は第８号に該当する場合には、当該特例民法法人又は特定一般社団

法人若しくは特定一般財団法人（以下「特例民法法人等」という。）から承継した財産の種

類及び数量

二 解散した場合（破産による場合を除く。）

イ 名称

ロ 区域

ハ 主たる事務所

ニ 清算人の氏名及び住所

ホ 解散事由

ヘ 解散年月日

三 清算結了の場合

イ 名称

ロ 区域

ハ 主たる事務所

ニ 清算人の氏名及び住所

ホ 清算結了年月日



四 前２号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第２６０条の２第１１項の規

定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合、告示した事項のうち変

更があつた事項及びその内容

２ 前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。

第２０条 地方自治法第２６０条の２第１１項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、

届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を

包括する市町村の長に対し行うものとする。

２ 前項の場合において、特例民法法人等から認可地縁団体に移行した団体の代表者は、解

散した特例民法法人等の残余財産の全部を取得したことを証明する義務を負うものである

こと。

３ 第一項の届出書の様式は、別記のとおりとする。

第２１条 地方自治法第２６０条の２第１２項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、

請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出

することにより行うものとする。

２ 市町村長は、１９条（第１項第１号ルを除く。）に掲げる事項を記載した台帳を作成し、

前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなけれ

ばならない。

３ 前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。



（様式．１）

                                              平成 年    月    日

   南三陸町長        様
                                   

   名  称
                             団 体

                                      所在地  

                                     氏  名               印
                            代表者

                                      住  所  

認 可 申 請 書

   地方自治法第260条の２第１項の規定により、不動産又は不動産に関する権利等

を保有するため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。

  （別添書類）

  １．規  約

  ２．認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

  ３．構成員の名簿

  ４．保有資産目録又は保有予定資産目録

  ５．良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同生活を現に行なって

いることを記載した書類

  ６．申請者が代表者であることを証する書類



（様式．２）

保 有 資 産 目 録

                     団体名                  

                           平成   年   月   日現在

１．不動産

（１）所有権を有する不動産

  ア  建物

名   称 延 床 面 積 所  在  地

  イ  土地

地   目 面 積 所  在  地

２．不動産に関する権利等

（１）所有権以外の権原により保有している不動産

権   原 不動産の種類 所  在  地

（２）地域的な共同生活を行うためのその他の資産

資 産 の 種 類 及 び 数 量



（様式．３）

保 有 予 定 資 産 目 録

                        団体名                           

                          平成  年  月  日現在

１．不動産

不動産の種類
保有予定不動産の
取得予定時期

購入等の相手方 保有予定不動産の所在地

２．不動産に関する権利等

資産の種類 権   原 権原取得の予定時期



（様式．４）

代表者就任承諾書

  私は、平成  年  月  日に開催された平成  年        に

おいて、平成  年度の代表者に選任されましたので、平成  年  月  

日をもって就任することについて承諾いたします。

    平成  年  月  日

                    代表者 氏  名                  ◯印

                          住    所      

                          生年月日      年 月 日



（様式．５）

                                              平成 年    月    日

  

南三陸町長        様
                                   

   名  称
                             団 体

                                      所在地  

                                     氏  名               印
                            代表者

                                      住  所  

証 明 書 等 交 付 申 請 書

地方自治法第260条の2第12項の規定により、下記の団体に関する告示された事項

の証明書の交付を請求いたします。

記

１．請求に係る地縁による団体の名称と事務所の所在地

      団 体 の 名 称                         

      事務所の所在地                         

２．証明書部数       部

３．請求理由    登 記 ・ そ の 他



（様式．６）

                                              平成 年    月    日

  

南三陸町長        様
                                   

   名  称
                             団 体

                                      所在地  

                                     氏  名               印
                            代表者

                                      住  所  

規 約 変 更 申 請 書

地方自治法第260条の3第2項の規定による、規約変更の認可を受けたいので、別添

書類を添えて申請します。

（別添書類）

１． 規約の変更の内容及び理由を記載した書類

２． 規約変更を総会で議決したことを証する書類



（様式．７）

                                              平成 年    月    日

  

南三陸町長        様
                                   

   名  称
                             団 体

                                      所在地  

                                     氏  名               印
                            代表者

                                      住  所  

告 示 事 項 変 更 申 請 書

下記事項について変更があったので、地方自治法第260条の2第11項の規定により、

告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出ます。

記

１．変更があった事項及びその内容

２．変更の年月日

３．変更の理由


